
議案第１４号

乙訓福祉施設事務組合規約の変更について

乙訓福祉施設事務組合規約の変更を次のとおり行う。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規

定により、議会の議決を求める。

平成２６年２月２５日提出

向日市長 久 嶋 務
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乙訓福祉施設事務組合規約の一部を変更する規約

乙訓福祉施設事務組合規約（昭和４９年１０月２３日京都府指令

９地第１１４８号許可）の一部を次のように変更する。

第３条第５号中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。

附 則

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。
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〈参 考〉

乙 訓 福 祉 施 設 事 務 組 合 規 約 の 一 部 を 変 更 す る 規 約

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（組合の事務） （組合の事務）

第３条 組合は、関係市町の次の各号にかかる事務を共同 第３条 組合は、関係市町の次の各号にかかる事務を共同

処理する。 処理する。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく障害支援区分認定審査業務に関す ための法律に基づく障害程度区分認定審査業務に関す

ること。 ること。

(6)及び(7) 略 (6)及び(7) 略


